






農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・募集について 

 

 

大蔵村及び大蔵村農業委員会では、農業委員会等に関する法律に基づき、現農業委員が令和５年

７月１９日で任期満了になることに伴い、次期の農業委員の推薦及び募集を行います。 

また、同法により設置する農地利用最適化推進委員の推薦及び募集を併せて行います。 

つきましては、農業委員及び農地利用最適化推進委員の候補者となる推薦及び募集手続等につい

て、下記の通り実施致します。 

 

推薦・応募資格 

 農業の発展に熱意を持ち、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌 

に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者。 

 

【農業委員・農地利用最適化推進委員】 

（１） 村内に住所を有する者を基本とし、村外に住所を有する者も妨げない。 

（２） 村が設置する他の附属機関等の委員でない者 

（３） 村の職員ではない者 

 

募集人数 

 【農業委員】          ７人 

 【農地利用最適化推進委員】   ４人 

 

募集期間 

 令和５年３月１３日（月）から令和５年４月１４日（金）まで【必着】 

 

職務内容 

 【農業委員】 

 農地法等の権限事務について、審査及び決定を行います。 

（１）農業委員会総会の場において、農地法等の権限に基づく事項を審議 

（２）農地法等に基づく申請内容についての調査 

（３）農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消）の調査等 

（４）各種研修会等への出席 

 

【農地利用最適化推進委員】 

  担当する地区において、担い手農家への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消等の調 

  整を行います。 

（１）担当する地区内の農地法等の申請内容及び農地の利用状況についての調査 



（２）農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消）の調査等 

（３）各種研修会等への出席 

任期・報酬等 

 【農業委員】 

  任期：令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで（３年間） 

  報酬：年額２３０，０００円 

 【農地利用最適化推進委員】 

  任期：令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで（３年間） 

  報酬：年額１６１，０００円 

 

推薦・応募方法 

 【推薦】 

推薦の場合は、地域の農業者や農業団体の推薦が必要です。（様式第１号） 

 【応募】 

  自ら応募する場合は、応募申込書の提出となります。（様式第２号） 

 

推薦申込書または応募申込書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、郵送または持参によ 

り大蔵村農業委員会事務局まで提出ください。 

なお、様式については、くらっちや大蔵村ホームページよりダウンロードするか、農業委員会 

事務局に備え付けております。 

 

申請者等に関する情報の公表 

   法令に基づき、受付期間の中間及び終了後に申込者等に関する以下の情報を公表します。 

 

 （１）推薦書及び応募申込書に記載された事項のうち、住所及び電話番号を除くすべて 

 

選考方法 

【農業委員】 

 評価委員会が書類審査を行い候補者を選定し、村議会の同意を得て、村長が任命します。 

【農地利用最適化推進委員】 

 評価委員会が書類審査を行い候補者を選定し、農業委員会が委嘱します。 

 

お問い合わせ先 

 大蔵村農業委員会事務局  ℡０２３３－７５－２１１１（内線２３３） 
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－ みんなが動けば、未来も動く － 

山形県議会議員選挙 
投票日 

４月９日（日） 
投票時間 

午前７時から午後７時まで 
お問合せ先：大蔵村選挙管理委員会 ℡７５－２１１１（内線２１１） 

■ 投票区について 
投票区 投 票 所 地     区 

第１ 
大蔵村中央公民館 

１階集会場 

白須賀、上竹野、比良稲沢、 

清水一，二，三、清水台、季の里、合海、 

作の巻、藤田沢、桂、大坪 

第２ 
赤松生涯学習センター 

多目的ホール 
通り、赤松、烏川 

第３ 
南山交流センター 

多目的室 
熊高、塩、升玉、柳渕 

第４ ふるさと味来館 談話室 豊牧、滝の沢、沼の台、平林 

第５ 肘折いでゆ館 研修室 肘折、金山、鍵金野 

■ 投票できる方・・・大蔵村の選挙人名簿に登録されている次の方です。 

《 生年月日 》 平成１７年４月１０日までに生まれた方（満１８歳以上） 

《 住  所 》 令和４年１２月３０日までに大蔵村へ転入し、引き続き住所を有している方 

※ １２月３１日以降に転入された方は、転入する前の住所地で投票することになります。 

※ 投票日までに大蔵村から県内の市町村に転出した方は、「引き続き山形県内に住所を有す

ることを証するに足りる文書の提示」または「引き続き山形県内に住所を有することの確

認を受けること」が必要になります。 

※ ３月３０日以降村内で転居された方は、転居前の住所地の投票所にお越しください。

（投票所入場券の投票所をご確認ください。） 

■ 投票所入場券について 
・ 投票所入場券は、世帯全員の分を一つの封筒に入れて、３月３１日以降郵送します。 

・ 投票所には、忘れずに投票所入場券をお持ちください。 

・ 投票所入場券を紛失したり忘れたりしたときでも、ご本人であることが確認できれば投票

できますので、係員に申し出てください。 
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■ 代理投票、点字投票について 
希望される方は、投票所で申し出てください。 

■ 期日前投票について 
・ 期日前投票とは、選挙期日（４月９日）に次の理由により、投票所に行って選挙できない

方が、選挙期日前に投票する制度です。 

① 仕事、学業、地域行事の役員、冠婚葬祭等に従事される方 

② ①以外の用事又は事故のため、自分の属する投票区以外に外出、旅行、滞在する方 

③ 疾病、負傷、出産、身体障害等のため歩行困難な方 

④ 天災又は悪天候により、投票所に到達することが困難な方 

・ 期間 ４月１日（土）～４月８日（土） 

・ 時間 午前８時３０分～午後８時まで 

・ 場所 大蔵村役場２階事務室 

・ お手元に入場券がある方は、持参してください。（持参しなくても投票できます。） 

■ 指定病院、老人ホームなどでの不在者投票について 
・ 入院、入所中の病院や老人ホームなどで不在者投票をする制度です。 

・ ただし、全ての病院や老人ホームが出来るわけではありません。都道府県の選挙管理委員

会が指定する病院や老人ホームなどに限りますので、事前に確認してください。 

・ 投票用紙を、施設長等を通じて請求してもらい、施設長等が管理する場所で投票します。 

■ 郵便等による不在者投票について 
・ 身体に重い障害があり、投票に行けない方が、郵便等で投票する制度です。 

・ 身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、一定の障害がある方に限られ

ます。また、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護５の方です。 

・ 郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求は、４月５日（水）の午後５時までです。ご

相談、手続きは早めにお願いします。 

■ 大蔵村以外での不在者投票について 
・ 仕事などの理由で、大蔵村にいない方が、大蔵村以外で投票する制度です。 

・ 大蔵村選挙管理委員会に必要な書類を請求し、交付された投票用紙等を最寄りの市区町村

の選挙管理委員会に持参して、不在者投票をします。 

・ 郵送に時間がかかりますので、早めにご相談、請求をお願いします。 

■ 新型コロナウイルス感染症で宿泊や自宅療養されている方の投票について 
・ 新型コロナウイルス感染症で外出自粛要請用により療養されている方は、郵便を利用して

投票を行う「特例郵便等投票」ができます。詳しくは選挙管理委員会にお問合せください。 

■ 開票について 
・ 開票日時 令和５年４月９日（日）午後８時から 

・ 開票場所 大蔵村中央公民館 １階集会場 










